
〔
商
法
　
四
二
〇
〕

株
主
総
会
が
本
店
所
在
地
又
は
隣
接
地
以
外
で
開
催
さ
れ
、
議

長
が
議
決
権
の
行
使
を
一
部
認
め
ず
、
反
対
票
を
賛
成
票
と
し

た
澱
疵
が
重
大
で
は
な
い
と
し
て
株
主
総
会
決
議
取
消
請
求
が

裁
判
所
の
裁
量
棄
却
に
よ
り
棄
却
さ
れ
た
事
例

（
東
京
嚢
平
成
八
年
二
亘
・
日
第
一
戻
事
部
判
決
）

判例研究

〔
判
示
事
項
〕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
本
件
各
決
議
の
議
決
に
際
し
て
は
、
控
訴
人
X
の
株
式
に
つ
き
法

定
代
理
人
に
よ
る
議
決
権
行
使
を
無
視
し
、
か
え
っ
て
、
こ
れ
を
賛

成
票
に
加
算
し
た
こ
と
、
及
び
、
同
X
の
株
式
に
つ
き
出
席
株
式
数

に
加
え
、
か
つ
、
こ
れ
を
賛
成
票
に
加
算
し
た
こ
と
は
、
決
議
の
方

法
が
法
令
に
違
反
し
た
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
本
件
各

決
議
の
毅
疵
に
関
す
る
控
訴
人
ら
の
主
張
は
、
以
上
の
暇
疵
に
関
す

る
主
張
を
包
含
す
る
も
の
と
解
さ
れ
る
。
）

　
し
か
し
、
前
記
の
事
実
関
係
を
総
合
す
る
と
、
右
の
蝦
疵
は
、
重

大
な
も
の
で
は
な
く
、
か
つ
決
議
の
結
果
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な
か
っ

た
も
の
と
認
め
る
の
が
相
当
で
あ
る
か
ら
、
結
局
、
本
件
各
決
議
を

取
り
消
す
べ
き
事
由
と
は
な
ら
な
い
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
（
商

法
二
五
一
条
）
。

〔
参
照
条
文
〕

条

商
法
二
五
一
条
・
二
一
二
九
条
・
二
五
一
条
・
三
四
三

〔
事
　
実
〕

　
エ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
X
及
び
X
は
、
株
式
会
社
Y
の
株
式
各
八
○
○
株
を
有
す
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

の
確
認
を
求
め
る
訴
え
を
こ
れ
を
争
う
祖
父
で
あ
る
Y
（
Y
の
代
表
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者
）
に
対
し
て
提
起
し
た
。
ま
た
、
右
X
ら
の
ほ
か
、
Y
の
子
で
あ

　
ヨ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

る
X
、
Y
の
妻
で
あ
る
X
は
、
平
成
四
年
一
月
に
開
催
さ
れ
た
Y
の

臨
時
株
主
総
会
の
決
議
（
定
款
変
更
及
び
取
締
役
選
任
）
の
取
消
の

訴
え
を
提
起
し
た
。
X
ら
が
決
議
取
消
の
原
因
と
し
て
主
張
し
た
の

　
　
　

は
、
Y
の
本
店
所
在
地
が
当
時
、
東
京
都
台
東
区
内
に
あ
っ
た
の
に
、

株
主
総
会
が
そ
の
営
業
場
所
で
あ
る
埼
玉
県
春
日
部
市
内
で
開
催
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
エ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

れ
た
の
は
商
法
二
三
三
条
に
反
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
X
及
び
X

の
反
対
票
を
賛
成
票
に
加
え
た
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
第
一
審
は
、
両
訴
訟
を
併
合
審
理
し
た
結
果
、
X
及
び
X
名
義
の

株
式
は
Y
に
帰
属
す
る
と
し
て
右
X
ら
両
名
の
原
告
適
格
を
否
定
し

　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

て
訴
え
を
却
下
し
、
X
及
び
X
の
株
主
総
会
決
議
取
消
請
求
を
棄
却

し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
そ
こ
で
、
X
ら
は
、
贈
与
を
主
張
し
、
Y
の
本
店
所
在
地
が
当
時
、

東
京
都
台
東
区
内
に
あ
っ
た
の
に
、
株
主
総
会
が
そ
の
営
業
場
所
で

あ
る
埼
玉
県
春
日
部
市
内
で
開
催
さ
れ
た
の
は
商
法
2
3
3
条
に
反

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
X
及
び
X
の
反
対
票
を
賛
成
票
に
加
え
た

こ
と
を
も
と
に
、
二
五
一
条
に
よ
り
棄
却
す
べ
き
場
合
に
該
当
し
な

い
と
し
て
、
決
議
の
取
消
を
求
め
、
控
訴
し
た
。

　　　
（判
1
レ　　　ヒコ

　　邑
控
訴
人
Xl

　
　
同
X
の
当
事
者
適
格
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
控
訴
人
X
、
同
X
は
被
控
訴
会
社
の
株
主
で
あ
る
か
ら
本
件
各
決

議
の
取
消
を
求
め
る
本
訴
に
つ
き
、
当
事
者
適
格
を
肯
定
す
べ
き
で

あ
る
。

　
（
2
）
　
本
件
総
会
の
招
集
場
所
と
本
件
各
決
議
の
効
力
に
つ
い
て

　
株
主
総
会
は
、
定
款
の
別
段
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、

本
店
の
所
在
地
ま
た
は
こ
れ
に
隣
接
す
る
地
に
招
集
す
る
こ
と
を
要

す
る
（
商
法
二
三
三
条
）
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
、
被
控
訴
会
社
の
定

款
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
の
主
張
・
立
証
は
な
く
、

本
件
総
会
が
右
場
所
に
該
当
し
な
い
被
控
訴
会
社
肩
書
地
に
招
集
さ

れ
た
こ
と
は
前
記
の
と
お
り
で
あ
る
か
ら
、
本
件
各
決
議
は
、
本
件

総
会
招
集
の
手
続
に
同
条
項
に
違
反
す
る
暇
疵
が
あ
っ
た
も
の
と
い

う
べ
き
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
本
店
所
在
地
に
移
転
す
る
登
記
手
続
が
な
さ
れ

な
か
っ
た
理
由
は
前
記
認
定
の
と
お
り
で
あ
っ
て
、
肩
書
地
が
長
年

被
控
訴
会
社
の
営
業
の
本
拠
と
し
て
機
能
し
て
い
た
こ
と
は
、
全
て

の
株
主
に
お
い
て
十
分
認
識
で
き
て
い
た
も
の
と
推
認
で
き
る
こ
と
、

現
に
、
本
件
総
会
に
は
、
代
理
人
を
含
む
株
主
が
困
難
な
く
出
席
し

た
こ
と
な
ど
の
事
実
を
総
合
す
る
と
、
右
の
蝦
疵
は
、
重
大
な
も
の

で
は
な
く
、
か
つ
、
決
議
の
結
果
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な
か
っ
た
も
の

と
認
め
ら
れ
る
か
ら
、
本
件
各
決
議
を
取
り
消
す
べ
き
事
由
と
な
ら

な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
（
商
法
二
五
一
条
）
。
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（
3
）
　
本
件
各
決
議
の
有
効
性

　
被
控
訴
会
社
に
お
い
て
は
、
本
件
各
決
議
は
委
任
状
に
よ
り
被
控

訴
人
Y
に
議
決
権
行
使
を
委
ね
た
も
の
を
含
め
て
株
主
1
2
名
全
員

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
一
万
株
）
が
出
席
し
た
本
件
総
会
に
お
い
て
、
控
訴
人
X
（
八
○

　
　
　
　
　
　
　

○
株
）
及
び
同
X
（
一
〇
〇
〇
株
）
の
反
対
以
外
の
全
員
八
二
〇
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

株
の
賛
成
多
数
に
よ
っ
て
議
決
さ
れ
た
も
の
（
控
訴
人
X
及
び
X
名

義
の
合
計
一
六
〇
〇
株
は
、
被
控
訴
人
Y
が
自
己
の
所
有
株
式
と
し

て
権
利
行
使
し
た
。
）
と
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
前
記
認
定
の
通
り
、
被
控
訴
人
Y
は
、
控
訴
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

X
及
び
X
に
対
し
、
各
八
O
O
株
ず
つ
を
贈
与
し
て
い
た
も
の
で
あ

る
か
ら
、
右
の
被
控
訴
会
社
の
取
扱
い
は
妥
当
と
は
い
え
な
い
。
む

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

し
ろ
、
前
記
の
事
実
関
係
に
よ
れ
ば
、
控
訴
人
X
の
八
○
○
株
に
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

い
て
は
、
Z
（
共
同
親
権
者
X
と
と
も
に
）
が
法
定
代
理
人
と
し
て

出
席
し
、
本
件
各
決
議
に
つ
い
て
反
対
し
た
も
の
と
認
め
る
べ
き
で

あ
り
、
同
X
の
八
O
O
株
に
つ
い
て
は
、
被
控
訴
人
Y
に
お
い
て
議

決
権
を
行
使
す
べ
き
権
限
を
有
し
て
い
た
も
と
い
う
こ
と
は
で
き
ず
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ま
た
、
控
訴
人
X
が
委
任
状
を
議
長
で
あ
る
被
控
訴
人
Y
に
提
出
し

た
の
は
、
各
決
議
が
終
了
し
た
後
で
あ
り
、
当
該
委
任
状
に
基
づ
く

議
決
権
の
代
理
行
使
が
主
張
さ
れ
た
も
の
と
は
い
え
な
い
か
ら
、
結

局
、
当
該
株
主
の
代
理
人
は
本
件
総
会
に
出
席
し
な
か
っ
た
も
の
と

し
て
取
り
扱
う
の
が
相
当
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

　
そ
う
す
る
と
、
本
件
総
会
に
出
席
し
た
株
主
の
株
式
総
数
は
九
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

O
O
株
と
な
る
と
こ
ろ
、
本
件
各
決
議
は
、
控
訴
人
X
（
八
○
○

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

株
）
、
同
X
（
一
〇
〇
〇
株
）
及
び
同
X
（
八
O
O
株
）
の
三
名
の

反
対
（
合
計
二
六
〇
〇
株
）
を
除
く
六
六
〇
〇
株
の
賛
成
を
得
た
も

の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
定
款
変
更
決
議
の
議
決
に
は
、

商
法
三
四
三
条
所
定
の
特
別
決
議
の
要
件
を
充
た
す
こ
と
を
要
す
る

も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
、
右
六
六
〇
〇
株
の
賛
成
は
、
出
席
株
主
の
株

数
九
二
〇
〇
株
の
三
分
の
二
以
上
の
多
数
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
る

こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
か
ら
、
本
件
定
款
変
更
決
議
の
議
決
に
十
分

な
賛
成
数
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
取
締
役
選
任
は
、
通
常

決
議
事
項
で
あ
る
か
ら
、
右
数
値
は
本
件
取
締
役
選
任
決
議
の
議
決

に
も
十
分
な
も
の
で
あ
る
。

〔
研
　
究
〕

一
　
本
件
は
、
株
式
の
帰
属
に
つ
き
そ
の
確
認
請
求
を
な
し
、
更
に
、

定
款
に
定
め
が
な
い
の
に
、
本
店
所
在
地
ま
た
は
こ
れ
に
隣
接
す
る

地
以
外
の
被
控
訴
会
社
の
肩
書
地
で
な
さ
れ
た
臨
時
株
主
総
会
に
お

け
る
定
款
変
更
及
び
取
締
役
選
任
決
議
の
取
消
が
請
求
さ
れ
た
事
案

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

で
あ
る
。
本
評
釈
に
お
い
て
は
、
X
及
び
X
が
Y
か
ら
株
式
の
贈
与

を
受
け
た
こ
と
を
も
と
に
、
定
款
に
定
め
が
な
い
の
に
、
本
店
所
在

地
ま
た
は
こ
れ
に
隣
接
す
る
地
以
外
の
被
控
訴
会
社
の
肩
書
地
で
な
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さ
れ
た
臨
時
株
主
総
会
に
つ
い
て
と
、
定
款
変
更
及
び
取
締
役
選
任

決
議
の
取
消
請
求
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
代
理
人
に
よ
る
議
決
権
代
理

行
使
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

二
　
ま
ず
、
株
主
総
会
の
招
集
地
と
決
議
の
暇
疵
と
の
関
係
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
商
法
二
三
三
条
は
、
「
本
店
所
在
地
又
ハ
之
二
隣
接
ス

ル
地
」
に
株
主
総
会
を
招
集
す
る
必
要
が
あ
る
と
し
て
い
る
。
こ
れ

は
、
昭
和
一
三
年
商
法
改
正
に
お
い
て
、
招
集
地
に
つ
い
て
の
解
釈

上
の
疑
義
を
避
け
る
と
と
も
に
、
取
締
役
に
よ
る
恣
意
的
な
招
集
地

の
選
定
を
防
ぎ
、
株
主
の
総
会
出
席
の
便
宜
を
図
る
た
め
に
、
新
設

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
（
佐
藤
等
「
株
主
総
会
の
招
集
地
（
一
）
」
民

事
研
修
三
〇
六
号
（
昭
和
五
七
年
）
二
八
頁
、
前
田
重
行
「
壬
二

三
条
」
上
柳
克
郎
他
『
新
版
注
釈
会
社
法
（
5
）
株
式
会
社
の
機
関

（
1
）
』
（
平
成
七
年
）
八
七
頁
、
早
川
勝
「
二
三
三
条
」
『
基
本
法
コ

ン
メ
ン
タ
ー
ル
会
社
法
1
［
第
六
版
］
』
（
平
成
一
〇
年
）
二
七
一

頁
）
。
そ
れ
故
、
株
主
総
会
の
招
集
に
際
し
て
は
、
本
店
所
在
地
ま

た
は
そ
の
隣
接
地
以
外
の
地
で
、
定
款
の
別
段
の
定
め
が
な
い
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
総
会
を
開
催
し
た
場
合
は
、
当
該
総
会
は
そ
の
招
集

手
続
に
蝦
疵
を
有
す
る
こ
と
に
な
り
、
そ
こ
で
な
さ
れ
た
決
議
は
決

議
取
消
事
由
を
帯
び
る
こ
と
に
な
る
（
前
田
重
行
「
二
三
三
条
」
上

柳
克
郎
他
『
新
版
注
釈
会
社
法
（
5
）
株
式
会
社
の
機
関
（
1
）
』

（
平
成
七
年
）
八
八
頁
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ワ
ヨ

　
本
件
で
は
、
株
式
会
社
Y
の
定
款
に
別
段
の
定
め
が
な
い
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
当
該
株
主
総
会
は
本
店
所
在
地
ま
た
は
こ
れ
に
隣
接
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　

る
地
に
該
当
し
な
い
Y
の
肩
書
地
に
招
集
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
埼

玉
県
春
日
部
市
内
の
本
店
所
在
地
ま
た
は
こ
れ
に
隣
接
す
る
地
で
臨

時
株
主
総
会
は
開
催
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
本
件
総
会
に

お
け
る
各
決
議
は
、
本
件
総
会
招
集
の
手
続
に
二
三
三
条
に
違
反
す

る
蝦
疵
が
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
こ
の
点
、
本
件
判
旨
で
も
「
株
主

総
会
は
、
定
款
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
本
店
の

所
在
地
又
は
こ
れ
に
隣
接
す
る
地
に
招
集
す
る
こ
と
を
要
す
る
（
商

法
二
三
三
条
）
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
、
被
控
訴
会
社
の
定
款
に
別
段

の
定
め
が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
の
主
張
・
立
証
は
な
く
、
本
件
総
会

が
右
場
所
に
該
当
し
な
い
被
控
訴
会
社
肩
書
地
に
招
集
さ
れ
た
こ
と

は
前
記
の
と
お
り
で
あ
る
か
ら
、
本
件
各
決
議
は
、
本
件
総
会
招
集

の
手
続
に
同
条
項
に
違
反
す
る
穀
疵
が
あ
っ
た
も
の
と
い
う
べ
き
で

あ
る
。
」
と
し
て
い
る
。

　
ま
ず
問
題
は
、
本
件
の
よ
う
な
事
情
が
商
法
二
五
一
条
の
い
う
裁

量
棄
却
事
由
と
な
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。
現
行
法
の
裁
量
棄
却
の
規

定
は
、
昭
和
五
六
年
の
商
法
改
正
で
新
設
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
昭

和
一
三
年
改
正
に
よ
る
旧
商
法
二
五
一
条
は
、
裁
判
所
の
裁
量
権
が

自
由
か
つ
公
汎
に
過
ぎ
る
な
ど
の
批
判
を
受
け
て
、
昭
和
二
五
年
の

商
法
改
正
に
よ
り
削
除
さ
れ
た
。
し
か
し
同
条
の
削
除
後
も
、
決
議
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取
消
事
由
が
あ
る
場
合
で
も
合
理
的
な
範
囲
に
お
い
て
請
求
を
棄
却

で
き
る
か
否
か
を
め
ぐ
っ
て
解
釈
が
対
立
し
て
い
た
。
判
例
で
は
、

暇
疵
が
決
議
の
結
果
に
影
響
を
及
ぼ
す
か
否
か
を
基
準
に
し
た
も
の

（
最
判
昭
和
三
〇
年
一
〇
月
二
〇
日
、
最
判
昭
和
三
七
年
八
月
三
〇

日
、
最
判
昭
和
四
二
年
九
月
二
八
日
、
最
判
昭
和
五
五
年
六
月
一
六

日
）
、
暇
疵
が
軽
微
か
否
か
を
基
準
と
し
た
も
の
（
最
判
昭
和
三
一

年
二
月
一
日
）
、
そ
の
双
方
を
基
準
と
し
た
も
の
（
最
判
昭
和
四

四
年
一
二
月
一
八
日
、
最
判
昭
和
四
六
年
三
月
一
八
日
）
、
な
ど
が

あ
る
（
岩
原
紳
作
「
二
五
一
条
」
上
柳
克
郎
・
鴻
常
夫
・
竹
内
昭
夫

編
『
新
版
注
釈
会
社
法
（
5
）
株
式
会
社
の
機
関
（
1
）
』
三
七
三

頁
以
下
参
照
）
。
判
例
や
学
説
が
一
致
し
て
い
た
点
は
、
「
暇
疵
が
軽

微
で
か
つ
そ
れ
が
決
議
の
結
果
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
と
認
め
ら
れ

る
限
り
、
裁
判
所
は
決
議
取
消
請
求
を
棄
却
で
き
る
」
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
こ
う
し
た
判
例
や
学
説
を
も
と
に
、
特
に
最
判
昭
和
四
六

年
三
月
一
八
日
の
判
決
を
も
と
に
現
行
法
の
二
五
一
条
が
設
け
ら
れ

た
と
い
う
（
稲
葉
威
雄
『
改
正
会
社
法
』
（
昭
和
五
七
年
）
一
八
O

頁
。
他
に
、
竹
内
昭
夫
『
改
正
会
社
法
解
説
〔
新
版
〕
』
（
昭
和
五
八

年
）
二
二
四
頁
、
北
沢
正
啓
『
改
正
株
式
会
社
法
解
説
〔
新
版
〕
』

（
昭
和
五
七
年
）
六
四
頁
、
青
竹
正
一
「
違
法
決
議
の
是
正
と
裁
量

棄
却
」
上
柳
克
郎
ほ
か
編
『
会
社
法
演
習
H
』
（
昭
和
五
八
年
）
九

七
頁
、
元
木
伸
『
改
正
商
法
逐
条
解
説
〔
改
訂
増
補
版
〕
』
（
昭
和
五

八
年
）
一
二
～
二
二
頁
な
ど
）
。
そ
の
最
判
昭
和
四
六
年
の
判

決
は
、
「
株
主
総
会
招
集
の
手
続
ま
た
は
そ
の
決
議
の
方
法
に
性
質
、

程
度
か
ら
見
て
重
大
な
鍛
疵
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
毅
疵
が
決
議

の
結
果
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
と
認
め
ら
れ
る
よ
う
な
と
き
で
も
、

裁
判
所
は
、
決
議
取
消
の
請
求
を
認
容
す
べ
き
で
あ
っ
て
、
…
…
重

大
な
綴
疵
が
あ
る
場
合
に
ま
で
、
単
に
そ
の
毅
疵
が
決
議
の
結
果
に

影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
と
の
理
由
の
み
を
も
っ
て
、
決
議
取
消
の
請
求

を
棄
却
し
、
そ
の
決
議
を
な
お
有
効
な
も
の
と
し
て
存
続
せ
し
め
る

こ
と
は
、
株
主
総
会
招
集
の
手
続
ま
た
は
そ
の
決
議
の
方
法
を
厳
格

に
規
制
し
て
株
主
総
会
の
適
正
な
運
営
を
確
保
し
、
も
っ
て
、
株
主

及
び
会
社
の
利
益
を
保
護
し
よ
う
と
し
て
い
る
商
法
の
規
定
の
趣
旨

を
没
却
す
る
こ
と
に
な
る
」
、
と
し
て
い
た
。

　
で
は
、
い
か
な
る
場
合
に
招
集
地
と
決
議
の
暇
疵
と
の
関
係
で
、

裁
量
棄
却
と
な
る
か
で
あ
る
。
本
件
で
は
、
「
本
店
所
在
地
に
移
転

す
る
登
記
手
続
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
理
由
は
前
記
認
定
の
と
お
り
で

あ
っ
て
、
肩
書
地
が
長
年
被
控
訴
会
社
の
営
業
の
本
拠
と
し
て
機
能

し
て
い
た
こ
と
は
、
全
て
の
株
主
に
お
い
て
十
分
認
識
で
き
て
い
た

も
の
と
推
認
で
き
る
こ
と
、
現
に
、
本
件
総
会
に
は
、
代
理
人
を
含

む
株
主
が
困
難
な
く
出
席
し
た
こ
と
な
ど
の
事
実
を
総
合
す
る
と
、

右
の
毅
疵
は
、
重
大
な
も
の
で
は
な
く
、
か
つ
、
決
議
の
結
果
に
影

響
を
及
ぼ
さ
な
か
っ
た
も
の
と
認
め
ら
れ
る
か
ら
、
本
件
各
決
議
を
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取
り
消
す
べ
き
事
由
と
な
ら
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
（
商
法
二
五

一
条
）
」
と
し
て
い
る
。
控
訴
審
は
、
①
株
主
の
認
識
と
、
②
総
会

出
席
の
可
能
性
と
い
う
点
を
総
合
し
て
、
判
断
を
下
し
て
い
る
よ
う

で
あ
る
。

　
招
集
地
と
決
議
の
蝦
疵
と
の
関
係
で
裁
量
棄
却
し
た
最
初
の
判
例

と
し
て
は
、
最
判
平
成
五
年
九
月
九
日
の
判
決
が
あ
る
。
こ
の
判
決

で
は
、
東
京
都
で
株
主
総
会
を
開
催
す
る
こ
と
を
希
望
す
る
株
主
が

い
た
た
め
、
そ
の
後
は
一
〇
年
以
上
に
わ
た
っ
て
東
京
都
内
を
招
集

地
と
す
る
株
主
総
会
が
開
催
さ
れ
て
き
た
が
、
株
主
か
ら
異
議
が
出

た
こ
と
は
な
か
っ
た
と
は
い
え
、
違
反
事
実
が
重
大
で
な
い
と
も
い

え
な
い
し
、
決
議
に
影
響
を
お
よ
ぼ
す
可
能
性
が
あ
る
と
し
て
、
二

五
一
条
の
規
定
に
よ
り
棄
却
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
し
た
。
す
な

わ
ち
、
東
京
で
株
主
総
会
を
開
催
す
る
こ
と
で
、
逆
に
総
会
出
席
が

不
便
に
な
る
株
主
も
い
た
と
こ
ろ
か
ら
株
主
総
会
招
集
地
の
違
法
の

毅
疵
は
重
大
で
な
い
と
は
い
え
ず
、
ま
た
株
主
が
全
国
に
存
す
る
こ

と
か
ら
そ
の
違
反
が
決
議
に
影
響
を
及
ぽ
さ
な
か
っ
た
と
も
い
い
が

た
い
と
し
て
総
会
の
決
議
の
取
消
し
を
認
め
た
。
こ
の
判
例
は
、
本

件
の
判
決
と
は
ま
っ
た
く
逆
の
結
論
に
達
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

最
高
裁
平
成
五
年
判
決
は
、
一
〇
年
以
上
に
わ
た
っ
て
株
主
か
ら
ク

レ
ー
ム
が
で
な
か
っ
た
と
は
い
え
、
総
会
出
席
が
不
便
に
な
る
株
主

が
い
た
と
こ
ろ
か
ら
違
反
事
実
が
重
大
で
な
い
と
も
い
え
な
い
し
、

決
議
に
影
響
を
お
よ
ぼ
す
可
能
性
が
あ
る
と
し
て
、
二
五
一
条
の
規

定
に
よ
り
棄
却
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
本

件
は
、
株
主
が
十
分
認
識
し
て
お
り
、
更
に
代
理
人
を
含
む
株
主
が

困
難
な
く
出
席
し
た
こ
と
な
ど
の
事
実
を
総
合
し
、
毅
疵
が
重
大
な

も
の
で
は
な
く
、
か
つ
、
決
議
の
結
果
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な
か
っ
た

も
の
と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
本
件
に
お
い
て
は
、
商
法
二
三
三

条
の
趣
旨
の
一
つ
で
あ
る
取
締
役
に
よ
る
恣
意
的
な
招
集
地
の
選
定

を
防
ぐ
と
い
う
点
で
は
、
登
記
の
関
係
で
本
店
所
在
地
又
は
隣
接
地

で
株
主
総
会
を
開
け
な
か
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
取
締
役
に
よ
る
恣

意
的
な
招
集
地
の
選
定
は
な
か
っ
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、

商
法
二
一
…
二
条
の
も
う
一
つ
の
趣
旨
は
、
株
主
の
総
会
出
席
の
便
宜

を
図
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
点
、
学
説
に
お
い
て
は
、
こ
の
法

令
違
反
に
よ
っ
て
ど
れ
だ
け
の
株
主
・
株
式
数
が
出
席
の
機
会
が
奪

わ
れ
た
の
か
は
重
要
で
あ
る
と
い
う
（
居
林
次
雄
「
最
一
小
判
平
成

五
年
九
月
九
日
評
釈
」
金
融
・
商
事
判
例
九
四
一
号
（
平
成
六
年
）

四
二
頁
、
尾
崎
安
央
「
適
法
な
招
集
地
に
招
集
し
な
か
っ
た
株
主
総

会
決
議
の
違
法
性
と
裁
量
棄
却
の
可
否
（
最
一
小
判
平
成
五
年
九
月

九
日
）
」
法
律
の
ひ
ろ
ば
四
七
巻
二
号
（
平
成
六
年
）
五
〇
頁
、

西
尾
信
一
「
少
数
手
続
に
違
法
が
あ
る
株
主
総
会
の
決
議
の
取
消
請

求
を
商
法
二
五
一
条
の
規
定
に
よ
り
棄
却
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と

さ
れ
た
事
例
」
手
形
研
究
四
九
二
号
（
平
成
六
年
）
四
九
頁
、
山
下

98



半り例研究

友
信
「
株
主
総
会
の
招
集
地
に
関
す
る
違
法
と
商
法
二
五
一
条
」
ジ

ュ
リ
ス
ト
ニ
〇
三
号
（
平
成
八
年
）
一
四
七
頁
。
同
旨
、
居
林
次

雄
「
招
集
手
続
に
違
法
が
あ
る
株
主
総
会
の
決
議
の
取
消
請
求
を
商

法
二
五
一
条
の
規
定
に
よ
り
棄
却
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
さ
れ
た

事
例
」
金
融
・
商
事
判
例
九
四
一
条
（
平
成
六
年
）
四
三
頁
）
。
し

か
し
、
本
件
に
お
い
て
は
、
代
理
人
を
含
む
株
主
が
困
難
な
く
出
席

し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
な
ら
、
総
会
出
席
の
機
会
は
確
保
さ
れ
て

い
た
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
（
た
だ
し
、
本
件
判
旨
で
は
、
肩
書

地
が
長
年
被
控
訴
会
社
の
営
業
の
本
拠
と
し
て
機
能
し
て
い
た
こ
と

は
、
全
て
の
株
主
に
お
い
て
十
分
認
識
で
き
て
い
た
も
の
と
推
認
で

き
る
こ
と
と
し
て
い
る
が
、
本
控
訴
審
の
判
決
文
で
は
詳
し
く
検
討

さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
不
明
で
あ
る
）
。

　
以
上
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
商
法
二
三
三
条
に
違
反
す
る
蝦

疵
が
あ
っ
た
と
は
い
え
、
同
条
の
趣
旨
か
ら
す
る
と
、
そ
の
「
澱
疵

は
、
重
大
な
も
の
で
は
な
く
、
か
つ
、
決
議
の
結
果
に
影
響
を
及
ぼ

さ
な
か
っ
た
も
の
と
認
め
ら
れ
る
か
ら
、
本
件
各
決
議
を
取
り
消
す

べ
き
事
由
と
な
ら
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
（
商
法
二
五
一
条
）
」

と
し
て
い
る
判
決
は
、
妥
当
で
あ
っ
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
　
次
に
、
代
理
人
に
よ
る
議
決
権
行
使
に
つ
い
て
で
あ
る
。
X
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

つ
い
て
は
、
「
Z
が
、
本
件
総
会
に
来
場
し
、
控
訴
人
X
の
戸
籍
抄

本
を
示
し
て
、
同
控
訴
人
の
法
定
代
理
人
親
権
者
と
し
て
の
資
格
で

本
件
総
会
に
出
席
す
る
こ
と
を
求
め
た
と
こ
ろ
、
非
控
訴
人
Y
は
、

こ
の
要
求
を
拒
否
す
る
こ
と
な
く
入
場
を
認
め
た
」
と
い
う
。
他
方
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

X
に
つ
い
て
は
、
「
議
決
が
終
了
し
た
後
、
控
訴
人
X
が
、
被
控
訴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

人
Y
に
対
し
、
予
め
用
意
し
て
き
た
控
訴
人
X
及
び
X
の
作
成
名
義

の
委
任
状
を
提
出
し
た
が
、
被
控
訴
人
Y
か
ら
、
右
委
任
状
に
は
受

任
者
等
の
記
載
が
な
い
と
の
不
備
を
指
摘
さ
れ
る
と
、
そ
れ
以
上
は

控
訴
人
X
ら
の
代
理
人
と
し
て
権
利
主
張
を
す
る
こ
と
は
な
か
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

た
。
」
と
い
う
。
決
議
に
つ
い
て
は
、
結
局
「
控
訴
人
X
及
び
同
X

名
義
の
合
計
一
六
〇
〇
株
は
、
被
控
訴
人
Y
が
自
己
の
所
有
株
式
と

し
て
権
利
行
使
し
た
」
と
い
う
。
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
法
定

代
理
人
に
よ
る
議
決
権
行
使
と
認
め
ら
れ
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。

　
ま
ず
、
Z
は
「
戸
籍
抄
本
を
示
し
て
、
同
控
訴
人
の
法
定
代
理
人

親
権
者
と
し
て
の
資
格
で
本
件
総
会
に
出
席
す
る
こ
と
を
求
め
た
」

と
い
う
。
株
主
総
会
に
お
け
る
議
決
権
の
行
使
は
株
主
自
身
よ
っ
て

な
さ
れ
る
の
を
本
則
と
す
る
が
、
代
理
人
に
よ
っ
て
行
使
す
る
こ
と

が
認
め
ら
れ
て
い
る
（
商
二
三
九
条
二
項
）
。
こ
の
場
合
、
代
理
人

は
総
会
ご
と
に
代
理
権
を
証
す
る
書
面
を
会
社
に
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
（
商
二
三
九
条
二
項
但
書
・
三
項
）
。
Z
は
株
主
総
会
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

会
場
に
来
て
、
入
場
す
る
前
に
、
X
の
戸
籍
抄
本
を
示
し
て
、
X
の

法
定
代
理
人
親
権
者
と
し
て
の
資
格
で
総
会
に
出
席
を
す
る
こ
と
を

求
め
て
い
る
。
こ
れ
は
商
法
二
三
九
条
二
項
及
び
三
項
に
し
た
が
っ
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た
方
法
に
よ
る
の
で
、
Z
に
よ
る
X
の
議
決
権
代
理
行
使
は
認
め
ら

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
故
、
本
件
に
お
い
て
各
決
議
の
議
決

に
際
し
て
、
そ
の
議
決
権
行
使
を
認
め
な
か
っ
た
の
は
誤
り
で
あ
り
、

決
議
の
方
法
が
法
令
に
違
反
し
た
も
の
と
い
え
る
。

　
次
に
、
X
の
取
り
扱
い
で
あ
る
。
「
被
控
訴
人
Y
か
ら
、
右
委
任

状
に
は
受
認
者
等
の
記
載
が
な
い
と
の
不
備
を
指
摘
さ
れ
る
と
、
そ

れ
以
上
は
、
控
訴
人
X
ら
の
代
理
人
と
し
て
の
権
利
主
張
を
す
る
こ

と
は
な
か
っ
た
」
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
本
件
判
決
に
お
い
て
も

述
べ
て
い
る
と
お
り
、
「
同
（
控
訴
人
　
　
筆
者
注
）
X
の
八
O
O

株
に
つ
い
て
は
、
被
控
訴
人
Y
に
お
い
て
議
決
権
を
行
使
す
べ
き
権

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

限
を
有
し
て
い
た
も
の
と
い
う
こ
と
は
で
き
ず
、
ま
た
、
控
訴
人
X

が
委
任
状
を
議
長
で
あ
る
被
控
訴
人
Y
に
提
出
し
た
の
は
、
各
決
議

の
議
決
が
終
了
し
た
後
で
あ
り
、
当
該
委
任
状
に
基
づ
く
議
決
権
の

代
理
行
使
が
主
張
さ
れ
た
も
の
と
は
い
え
な
い
か
ら
、
結
局
、
当
該

株
主
の
代
理
人
は
本
件
総
会
に
出
席
し
な
か
っ
た
も
の
と
し
て
取
り

扱
う
の
が
相
当
と
い
う
べ
き
で
あ
る
」
と
し
て
る
。
す
な
わ
ち
、
控

　
　
　

訴
人
X
が
委
任
状
を
提
出
し
た
の
は
総
会
終
了
後
で
あ
る
。
代
理
行

為
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
代
理
人
と
し
て
の
行
為
す
な
わ
ち
本
人

に
行
為
の
効
果
を
帰
属
さ
せ
る
意
思
が
相
手
方
に
表
示
さ
れ
る
こ
と

が
必
要
で
あ
る
（
顕
名
主
義
）
。
本
来
は
、
株
主
総
会
前
に
そ
の
意

思
を
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
本
件
の
よ
う

に
、
総
会
終
了
後
に
委
任
状
に
基
づ
く
議
決
権
の
行
使
の
主
張
が
認

め
ら
れ
な
い
の
は
当
然
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
本
件
判
決
は
、

妥
当
で
あ
る
。

　
ち
な
み
に
、
本
件
に
お
い
て
は
、
委
任
状
の
受
任
者
欄
不
備
と
い

う
点
も
あ
っ
た
よ
う
だ
が
、
そ
も
そ
も
無
能
力
者
で
あ
る
株
主
の
法

定
代
理
人
は
委
任
状
の
提
出
が
必
要
か
ど
う
か
と
い
う
議
論
が
あ
る
。

多
く
の
学
説
は
、
無
能
力
者
の
法
定
代
理
人
が
議
決
権
を
行
使
す
る

場
合
に
は
適
用
が
な
い
と
し
て
い
る
（
石
井
照
久
『
商
法
1
（
2
）
』

三
五
八
頁
、
松
田
二
郎
・
鈴
木
忠
一
『
条
解
株
式
会
社
法
』
（
昭
和

二
六
年
）
二
五
八
頁
、
大
森
忠
夫
「
株
主
の
議
決
権
の
代
理
行
使
」

法
学
教
室
一
号
（
昭
和
三
六
年
）
二
一
〇
頁
、
米
津
昭
子
「
議
決
権

の
代
理
行
使
」
法
学
研
究
四
五
巻
一
一
号
（
昭
和
四
七
年
）
一
二
七
頁

注
（
6
）
、
新
谷
勝
「
議
決
権
代
理
行
使
論
再
考
〔
上
〕
」
商
事
法
務

七
三
五
号
（
昭
和
五
一
年
）
七
二
頁
、
菱
田
政
宏
「
一
一
一
二
九
条
」
上

柳
克
郎
・
鴻
常
夫
・
竹
内
昭
夫
『
新
版
注
釈
会
社
法
（
5
）
株
式
会

社
の
機
関
（
1
）
』
（
平
成
七
年
）
一
九
三
頁
。
ま
た
、
委
任
状
の
提

出
は
必
要
で
は
な
い
と
す
る
も
の
に
、
南
隅
昇
『
株
主
の
議
決
権
行

使
』
（
昭
和
四
九
年
）
一
〇
二
頁
、
高
鳥
正
夫
『
新
版
会
社
法
』
（
平

成
三
年
）
一
四
二
頁
、
北
沢
正
啓
『
会
社
法
〔
第
四
版
〕
』
（
平
成
六

年
）
二
九
八
頁
、
宮
島
司
『
会
社
法
概
説
〔
第
二
版
〕
』
（
平
成
一
二

年
）
一
九
六
頁
。
さ
ら
に
、
代
理
人
を
株
主
に
限
る
旨
の
制
限
の
適
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用
が
な
い
と
す
る
も
の
に
、
大
隅
健
一
郎
・
今
井
宏
『
新
版
会
社
法

論
・
中
巻
1
』
（
昭
和
五
八
年
）
四
八
頁
、
今
井
宏
『
株
主
総
会
の

理
論
』
（
昭
和
六
二
年
）
五
六
頁
、
河
本
一
郎
『
現
代
株
式
会
社
法

〈
新
訂
第
八
版
〉
』
（
平
成
二
年
）
三
三
八
頁
、
弥
永
真
生
「
議
決

権
の
代
理
行
使
と
書
面
投
票
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
（
平
成
一
〇
年
）
八

八
頁
）
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
法
定
代
理
人
が
法
律
上
、
本
人
に
代

わ
っ
て
行
為
し
う
る
一
般
的
な
地
位
を
有
す
る
か
ら
で
、
議
決
権
行

使
に
つ
い
て
の
代
理
権
も
、
そ
の
一
般
的
権
限
の
中
に
含
ま
れ
て
い

る
か
ら
で
あ
り
、
か
か
る
者
は
、
商
法
壬
二
九
条
三
項
但
書
の
適
用

外
だ
と
す
る
。
そ
し
て
、
昭
和
二
五
年
の
商
法
改
正
で
新
た
に
追
加

さ
れ
た
商
法
二
三
九
条
四
項
で
は
、
「
前
項
ノ
代
理
権
ノ
授
与
ハ
総

会
毎
二
之
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
要
ス
」
と
規
定
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
総

会
毎
に
授
与
さ
れ
得
る
代
理
権
と
し
て
、
そ
こ
で
は
任
意
代
理
権
を

考
え
ら
れ
て
い
る
と
す
る
（
商
法
二
三
九
条
四
項
に
「
代
理
権
ノ
授

与
」
の
表
現
が
あ
る
こ
と
は
そ
の
一
つ
の
根
拠
で
あ
る
と
す
る
（
米

津
昭
子
「
議
決
権
の
代
理
行
使
」
法
学
研
究
四
五
巻
二
号
（
昭
和
四

七
年
）
二
一
七
頁
注
（
6
）
）
。

　
反
対
に
、
「
議
決
権
ヲ
証
ス
ル
書
面
」
に
関
す
る
規
定
は
明
治
32

年
の
新
商
法
に
お
い
て
新
設
さ
れ
た
が
、
立
法
準
備
段
階
に
お
い
て
、

条
文
草
案
の
文
言
が
「
委
任
状
」
か
ら
わ
ざ
わ
ざ
「
代
理
権
ヲ
証
ス

ル
書
面
」
へ
と
変
更
さ
れ
、
そ
の
理
由
と
し
て
こ
の
規
定
は
法
定
代

理
人
の
場
合
も
適
用
が
あ
る
の
で
、
「
委
任
状
」
と
な
っ
て
い
て
は

不
完
全
で
あ
る
旨
が
指
摘
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
及
び
決
議
方
法
の
適

正
を
担
保
す
る
こ
と
を
目
的
に
「
議
決
権
ヲ
証
ス
ル
書
面
」
の
備
置

制
度
（
商
法
二
三
九
条
五
項
）
、
公
示
制
度
（
同
条
六
項
）
が
定
め

ら
れ
た
が
、
事
前
に
会
社
に
届
け
出
さ
れ
て
い
な
い
法
定
代
理
権
や

代
表
権
な
ど
に
基
づ
い
て
議
決
権
を
行
使
す
る
場
合
に
も
、
そ
の
権

限
を
証
す
る
書
面
を
備
え
置
か
せ
、
公
示
さ
せ
る
こ
と
が
制
度
目
的

に
合
致
す
る
な
ど
の
理
由
か
ら
、
法
定
代
人
を
含
め
た
議
決
権
代
理

行
使
理
論
を
展
開
す
る
意
見
も
あ
る
（
加
藤
修
『
議
決
権
代
理
行
使

の
研
究
』
（
昭
和
五
七
年
）
六
五
頁
以
下
、
同
「
議
決
権
代
理
行
使

と
書
面
投
票
」
法
学
教
室
二
二
七
号
（
平
成
四
年
）
八
○
頁
。
無
能

力
者
の
法
定
代
理
人
も
何
ら
か
の
書
面
に
よ
り
代
表
権
・
代
理
権
を

証
明
す
る
こ
と
を
要
す
る
と
い
う
見
解
が
あ
る
（
竹
内
昭
夫
「
株
主

総
会
（
3
）
議
決
権
の
代
理
行
使
」
法
学
教
室
七
五
号
（
昭
和
六
一

年
）
四
二
頁
。
同
旨
、
味
村
治
「
株
主
総
会
出
席
者
の
資
格
審
査
」

商
事
法
務
研
究
一
五
六
号
（
昭
和
三
四
年
）
七
頁
）
）
。

　
し
か
し
、
無
能
力
者
で
あ
る
株
主
の
法
定
代
理
人
は
委
任
状
の
提

出
が
必
要
で
あ
る
か
と
い
う
議
論
に
対
し
て
、
上
記
の
い
ず
れ
の
説

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ

を
と
ろ
う
と
も
、
本
件
に
お
い
て
X
が
代
理
人
と
し
て
議
決
権
の
代

理
行
使
を
し
よ
う
と
す
る
な
ば
、
株
主
総
会
前
に
そ
の
意
思
を
相
手

方
に
表
示
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
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四
　
以
上
か
ら
す
る
と
、
ま
ず
、
株
主
総
会
の
招
集
地
と
決
議
の
蝦

疵
と
の
関
係
で
あ
る
が
、
本
件
に
お
い
て
は
、
商
法
二
三
三
条
の
趣

旨
の
一
つ
で
あ
る
取
締
役
に
よ
る
恣
意
的
な
招
集
地
の
選
定
は
な
か

っ
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
商
法
二
三
三
条
の
も
う
一
つ
の

趣
旨
で
あ
る
株
主
の
総
会
出
席
の
便
宜
と
い
う
点
で
も
、
代
理
人
を

含
む
株
主
が
困
難
な
く
出
席
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
な
ら
、
総
会

出
席
の
機
会
は
確
保
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ

故
、
本
件
各
決
議
を
取
り
消
す
べ
き
事
由
と
は
な
ら
な
い
と
考
え
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
ま
た
、
代
理
人
に
よ
る
議
決
権
行
使
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
X
に

つ
い
て
は
、
Z
が
戸
籍
抄
本
を
示
し
て
代
理
人
親
権
者
と
し
て
の
資

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

格
で
総
会
に
出
席
を
求
め
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
（
Y
会
社
は
入
場
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

認
め
て
お
き
な
が
ら
）
、
Y
会
社
は
不
当
な
扱
い
を
な
し
た
。
他
方
、

瓦
に
つ
い
て
は
、
論
が
瓦
の
議
決
権
の
代
理
行
使
を
求
め
た
時
点
が

株
主
総
会
終
了
後
で
あ
っ
た
の
で
、
有
効
な
議
決
権
代
理
行
使
と
し

て
は
認
め
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
点
を
含
め
て
数
え
直
し

て
も
、
本
件
定
款
変
更
決
議
や
取
締
役
選
任
決
議
は
、
議
決
と
し
て

十
分
要
件
を
充
た
し
て
い
る
。

　
上
記
の
点
を
総
含
し
て
考
え
る
と
、
本
件
に
お
け
る
「
綴
疵
は
、

重
大
な
も
の
で
は
な
く
、
か
つ
、
決
議
の
結
果
に
影
響
を
及
ぽ
さ
な

か
っ
た
も
の
と
認
め
ら
れ
る
か
ら
、
本
件
各
決
議
を
取
り
消
す
べ
き

事
由
と
な
ら
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
（
商
法
二
五
一
条
）
」
と
し

て
い
る
判
決
は
、

妥
当
で
あ
っ
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
池
島

真
策
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